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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トーショナルバイブレーションダンパ（１）であって、
　機関の駆動軸に取付け可能なハブ部分（２）（一次質量体）と、
　該ハブ部分（２）を半径方向外側の領域において取り囲む振動緩衝リング（３）（二次
質量体）と、
を備え、
　前記ハブ部分（２）と前記振動緩衝リング（３）との間には、流体で満たされた間隙（
４）と、シール装置（５）とが設けられており、該シール装置（５）によって流体の流出
が回避されるようになっている、トーショナルバイブレーションダンパ（１）において、
　複数の前記シール装置（５）は、それぞれ、前記ハブ部分（２）に密に結合された第１
のリング（６）と、前記振動緩衝リング（３）に密に結合された第２のリング（７）と、
エラストマーから成るリング（８）であって、一方では前記第１のリング（６）に、他方
では前記第２のリング（７）に接着されたリング（８）とを有し、
　前記シール装置（５）の、前記ハブ部分（２）または前記振動緩衝リング（３）に結合
された前記第１のリング（６）または前記第２のリング（７）は、金属から成り、
　エラストマーから製造された前記リング（８）は、前記第１のリング（６）および前記
第２のリング（７）の、軸方向に延在する面状の領域と半径方向に延在する面状の領域と
に接着されており、
　前記第１のリング（６）と前記第２のリング（７）は、半径方向に重なっておらず、



(2) JP 6873224 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

　前記リング（８）は、前記トーショナルバイブレーションダンパ（１）の回転軸に対し
て相対的に斜めに延びるように配置され、かつ前記第１のリング（６）と前記第２のリン
グ（７）のそれぞれの軸方向および半径方向の面に加硫固定されていることを特徴とする
、トーショナルバイブレーションダンパ（１）。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記シール装置（５）の、それぞれ前記第１のリング（６）と前記第
２のリング（７）との間に設けられた、エラストマーから成る前記リング（８）は、耐高
温性のエラストマーから成ることを特徴とする、請求項１記載のトーショナルバイブレー
ションダンパ。
【請求項３】
　前記振動緩衝リング（３）は、前記ハブ部分（２）に対向して、滑り支持部材（９）に
おいて、半径方向および／または軸方向に規定されて支持されていることを特徴とする、
請求項１または２記載のトーショナルバイブレーションダンパ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トーショナルバイブレーションダンパであって、原動機若しくは機関の駆動
軸に取付け可能なハブ部分（一次質量体）と、ハブ部分を半径方向外側の領域において取
り囲む振動緩衝リング（二次質量体）とを備え、ハブ部分と振動緩衝リングとの間には、
流体で満たされた間隙と、シール装置とが設けられており、シール装置によって流体の流
出が回避されるようになっている、トーショナルバイブレーションダンパに関する。
【０００２】
　冒頭で述べたタイプのトーショナルバイブレーションダンパは、たとえば、英国特許出
願公告第１１０５２９２号明細書（GB 11 05 292 A）から公知である。
【０００３】
　ここでは概して、冒頭で述べたタイプと同様に公知の構造とは異なるトーショナルバイ
ブレーションダンパであって、外方へずらされた振動緩衝リングを備え、振動緩衝リング
が別個のハウジング内で完全に密封して支持されたトーショナルバイブレーションダンパ
についても述べることにする。
【０００４】
　後者のトーショナルバイブレーションダンパの構造の欠点は、ハウジングの質量体がダ
ンパの機能にとって重要ではなく、振動緩衝リングの密封により熱導出が制限されてしま
うことである。
【０００５】
　外方へずらされた振動緩衝リングを備えた、公知のトーショナルバイブレーションダン
パでは、ハブ部分と振動緩衝リングとの間に存在する流体の流出を回避することが確保さ
れなければならない。
【０００６】
　冒頭で述べたタイプのトーショナルバイブレーションダンパでは、シール部材として滑
動型のシールリングが使用される。このことは、減衰媒体として流体、特にシリコーンオ
イルが使用されるが、この流体は潤滑特性を有さず、これにより、滑動型のシール部材は
短い運転時間中に高い摩耗にさらされるので、封止の問題を解決するのに限定的にしか適
切でない、という欠点を伴う。さらに、滑動型のシール部材は、極めて小さな粒子、たと
えば水の進入に対する完全な防護を保証することができない。
【０００７】
　本発明の根底を成す課題は、前述の欠点を有しない長寿命のシール装置を備えた、冒頭
で述べたタイプのトーショナルバイブレーションダンパを提供することである。
【０００８】
　この課題は、複数のシール装置がそれぞれ、ハブ部分に密に結合された第１のリングと
、振動緩衝リングに密に結合された第２のリングと、エラストマーから成るリングであっ
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て、一方では第１のリングに、他方では第２のリングに封止結合されたリングとから成る
ことによって解決される。
【０００９】
　このような構造により、従来技術の欠点が回避される。なぜならば、トーショナルバイ
ブレーションダンパの、シール要素と回転する部材との間に摩擦が生じることがないから
である。
【００１０】
　シール装置の、ハブ部分または振動緩衝リングに密に結合された第１のリングまたは第
２のリングは、好適には金属から製造されている。
【００１１】
　好適には、シール装置の、エラストマーから成る各々のリングは、ハブ部分または振動
緩衝リングに取り付けられた、金属から成るリングに、エラストマー架橋プロセス中に生
成されたゴム金属複合体によって、封止結合されている。
【００１２】
　好適には、シール装置の、それぞれ第１のリングと第２のリングとの間に設けられたエ
ラストマーとして、耐高温性のエラストマー、たとえばＥＰＤＭまたはシリコーン材料が
使用される。「シリコーン材料」とは、本明細書の枠内では、ケイ素原子が酸素原子を介
して結合された合成ポリマーを含有するまたはそのような合成ポリマーである材料を意味
する。
【００１３】
　このことは、前述の材料は高温領域にも適しているので、特に合目的である。
【００１４】
　各々のシール装置は、構造上、滑動シール部材ではないので、確実かつ持続的で完全な
封止が得られる。
【００１５】
　シール装置を圧縮する必要はなく、これにより、シール装置を、負荷を掛けずに構成す
ることができる、という利点が得られる。したがって、特に、振動緩衝リングがハブ部分
に対向して滑り支持部材に支持されていると、トーショナルバイブレーションダンパにお
ける間隙の、規定された状態を保証することができる。
【００１６】
　エラストマー、好適にはシリコーン材料から製造された少なくとも１つのリングは、リ
ングの、斜めにかつ／または軸方向にかつ／または半径方向に延在する面状の領域に封止
結合されていることが可能である。「斜め」とは、軸方向および半径方向に対して角度を
成していることを意味する。
【００１７】
　エラストマー、好適にはシリコーン材料から製造された少なくとも１つのリングが、金
属から成る２つのリングのうちの１つのリングまたは両リングの、それぞれ異なって方向
付けられた、特に軸方向に延在する面状の領域と半径方向に延在する面状の領域とに封止
結合されていると、特に有利である。というのも、一次質量体および／または二次質量体
における２つの方向のこのような封止結合は、それぞれ、特に確実で長寿命の結合部を形
成するからである。これにより、それぞれ、間隙の特に良好に規定された状態を、長時間
の使用において保証することもできる。
【００１８】
　本発明のさらなる特徴および利点は、本発明のさらに別の従属請求項および以下の２つ
の実施の形態の説明から明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るトーショナルバイブレーションダンパの斜視図である。
【図２】図１に示したＩＩ－ＩＩ線に沿った部分断面図である。
【図３】本発明の別の実施の形態によるトーショナルバイブレーションダンパの、図２に
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対応する部分断面図である。
【００２０】
　図１および図２に示され、全体的に参照符号１が付されたトーショナルバイブレーショ
ンダンパは、一次質量体と称されることもある、原動機若しくは機関の駆動軸に取付け可
能なハブ部分２と、二次質量体とも称される、ハブ部分２を半径方向外側の領域において
取り囲む振動緩衝リング３とを備える。
【００２１】
　ハブ部分２と振動緩衝リング３との間には、間隙４が設けられている。間隙４は、流体
、好ましくはシリコーンオイルで満たされている。間隙４の領域は、複数のシール装置５
によって、外方に向かって封止されている。シール装置５について以下に詳説する。
【００２２】
　各々のシール装置５は、それぞれ、ハブ部分２に密に結合された第１のリング６と、振
動緩衝リング３に同様に密に結合された第２のリング７と、エラストマーから成るリング
８とから成る。リング８は、一方では第１のリング６に、他方では第２のリング７に、封
止結合されている。
【００２３】
　各々のシール装置５の第１のリング６および第２のリング７はそれぞれ、好ましくは金
属から成り、ハブ部分２または振動緩衝リング３に適切な結合方法、特にねじ締結、溶接
、接着、ろう接またはこれに類する方法によって固く結合されており、ひいては本明細書
の意味において密に結合されている、特に周囲にわたって密に結合されている。
【００２４】
　エラストマー、好ましくは耐高温性のエラストマー、たとえばシリコーン材料から製造
された各々のリング８は、第１のリング６および第２のリング７の両方に、ある種の複合
部材として封止結合されている、特に周に沿って封止結合されている。好適には、各々の
シール装置５の、エラストマーから成る各々のリング８は、ハブ部分２または振動緩衝リ
ング３に取り付けられた、金属から成るリング６，７に、特にエラストマー架橋プロセス
中に生成されたゴム金属複合体によって、封止結合されている。
【００２５】
　これにより、間隙領域の、申し分のない持続的な封止が得られる。この場合、耐高温性
のエラストマー、たとえばシリコーン材料を各々のリング８に使用すると、これらのリン
グ８が高温領域にも適している、という利点が得られる。
【００２６】
　振動緩衝リング３は、有利には、ハブ部分２に対向して滑り支持部材９に支持されてお
り、それも、半径方向にも軸方向にも支持されている。これにより、間隙４の大きさは、
正確に規定されている。
【００２７】
　エラストマー、好適にはシリコーンから製造されたリング８が、第１のリング６および
第２のリング７の、互いに対向して位置する軸方向および／または半径方向の面に加硫固
定されていると、特に有利である。
【００２８】
　図１および図２による本発明の実施の形態では、エラストマー、好適にはシリコーンか
ら製造されたリング８は、本形態では半径方向に互いに重なり合う第１のリング６および
第２のリング７の、互いに対向して位置する面に加硫固定されている。
【００２９】
　図３による本発明の実施の形態では、図１および図２による実施の形態との違いは、シ
ール装置５の第１のリング６および第２のリング７が同一平面上に位置しており、リング
８が、これらのリング６および７の、半径方向で互いに対向して位置する周方向かつ軸方
向に延在する縁に加硫固定されている、という点にある。
【００３０】
　エラストマーから製造されたリング８が、リング６および７の、好ましくは比較的大き
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いるまたは付着している構造も考えられる。この点において、エラストマー、好適にはシ
リコーンから製造されたリング８が、第１のリング６および第２のリング７の、互いに対
向して位置する軸方向および半径方向の面に加硫固定されていると、特に有利である。こ
のことは、種々異なる方法で実現可能である。たとえば、リング６が、図２の構造におい
て、いくぶんより短く半径方向外方へ延びていて、この場合、エラストマー材料がリング
６の半径方向外側の軸方向面にも到達してそこに付着し、リング８のエラストマー材料が
リング７の下側の軸方向面にも到達してそこに付着する（ここでは図示せず）ように設計
することが有利であり得る。この場合、リング８は、たとえば、リング７がいくぶんより
短く半径方向内方へ延びているか、または両リング６，７が半径方向に全く重なり合わな
い場合には、全体的に半径方向および軸方向に対して斜めに延在することもできるだろう
。しかもこの場合、また、リング６，７の軸方向面および半径方向面に付着する、斜めに
延在するリング８によって、有利な実施の形態を実現することができるだろう（ここでは
それぞれ図示せず）。
【００３１】
　さらに、振動緩衝リング３が、本形態では、少なくとも２つの構成部品から成り、これ
により、この振動緩衝リング３をハブ部分２上に取り付けることができることも言及して
おく。この場合、これまでに公知の全ての構造形態が考えられる。
【００３２】
　ハブ部分２は、図示された実施の形態では、半径方向外方に向かって突出するフランジ
１０を有する。フランジ１０は、外側の縁領域において、軸方向に延在するウェブ１１に
よって終端される。ウェブ１１は、図２および図３に示したように、フランジ１０の両側
に向かって延在することができ、これによりＴ字形状が得られ、しかもフランジ１０の片
側のみに向かって延在することもでき、これによりＬ字形の横断面が得られる。この幾何
学形状により、振動緩衝リング３は、半径方向にも軸方向にもハブ部分２に対向して固定
されている。この場合、すでに言及したように、滑り支持部材９によって、周方向に延在
する間隙４の大きさが常に規定されている。この構造は特に有利であるが、本発明は、こ
の構造に限定されない。
【符号の説明】
【００３３】
　１　トーショナルバイブレーションダンパ
　２　ハブ部分
　３　振動緩衝リング
　４　間隙
　５　シール装置
　６　リング
　７　リング
　８　リング
　９　滑り支持部材
　１０　フランジ
　１１　ウェブ
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